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事業再構築補助金事務局 

事業再構築補助金 よくあるご質問 
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カテゴリ No. 質問 回答 

１．補助対象者について Q.1 持株会社は対象となるか。 対象になります。ただし、50％超の議決権を有する子会社は同一法人とみなします。なお、同一法人と

見なされる事業者が既に実施している事業であれば、新規性がないものとみなし、補助対象外として取

り扱います。 

１．補助対象者について Q.2 「みなし法人」は、本事業の対象か。 みなし法人（人格なき社団）とは法人として登記されていないが、事実上法人として機能している団体

であり、サークルや学会などが該当します。本事業においては補助対象者に含まれていないため、対象

外となります。詳細は公募要領を参照してください。 

１．補助対象者について Q.3 みなし大企業は、中堅企業として申請することが可能か。 みなし大企業は中堅企業として申請することはできません。 

１．補助対象者について Q.4 自治体等の公的機関は「大企業」とみなされるか。 本事業では、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。 

したがいまして、「みなし大企業」要件におきましても、同様の適用となります。 

ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって「みなし大企業」の規定は適用されま

せん。 

・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社 

・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合 

１．補助対象者について Q.5 子会社が業態転換する際、親会社が申請できるか。 子会社が申請者になります。 

（連結決算をしている場合には、親会社が応募申請して主たる事業実施場所を子会社とすることも可能

ですが、その場合は親会社が付加価値額を増加する必要があることに加え、補助事業に係る財産管理等

も含め、すべての責任を負っていただく必要があります。）  

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf
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カテゴリ No. 質問 回答 

１．補助対象者について Q.6 公募要領に「個人が複数の会社「それぞれ」の議決権を 50％超保有する

場合も同様に、複数の会社は同一法人とみなします」という記載がある

が、例えば、甲社：株主構成→A氏（個人）100%、乙社：株主構成→甲

社 25％、A氏（個人）40%、B 氏（個人）35％の場合、乙社は甲社の同

一法人とみなされるか。 

この場合、A 氏は甲社の株式を 100％保有しているため、実質乙社の議決権を 65％有しており、A氏が

甲社及び乙社それぞれの議決権を 50％超保有することから、同一法人として見なします。 

１．補助対象者について Q.7 公募要領に「50％超の議決権を有する子会社は同一法人とみなす」とい

う記載があるが、例えば、A 社：親会社（第一回公募における補助金交

付候補者の採択）B 社：A社の 100％子会社（未申請）の場合、B社は第

2回公募以降申請することが可能か。 

補助金交付候補の採択事業者は再度申請することができないため、本事業で同一法人とみなされる B社

は、第２回公募以降のいずれの公募回でも申請することができません。B 社から第２回公募以降の公募

回に申請された場合は、要件不備として補助金交付候補者の不採択となります。ただし、A社から「採

択辞退届」が提出され、事務局によって承認されている場合（＝第１回公募の A 社の補助金交付候補者

としての採択が取り消されている場合）に限り、B社は申請することが可能です。 

１．補助対象者について Q.8 事業再構築によって新たに取り組む事業に農業が含まれていても良い

か。 

事業再構築として、農業関連事業に取り組む場合は、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供など、2

次又は 3次産業分野の事業である必要があります。 

※農業を行う事業者が単に別の作物を作る場合や、上記のような 2次又は 3次産業に取り組む場合であ

っても、加工や料理提供の材料である農作物の生産自体は対象外となります。 

１．補助対象者について Q.9 対象業種の中に宿泊業は含まれるのか。 宿泊業も対象となり得ます。補助対象者の詳細は、公募要領を参照してください。 

１．補助対象者について Q.10 補助対象となる法人格は、具体的にどのような法人が含まれるのか。一

般社団法人や組合などは補助対象になるのか。 

補助対象となる法人は、【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】のうち、法人税法

別表第二に該当する法人です。対象となる法人格については、こちらの一覧も合わせて参照してくださ

い。 

ただし、法人税法施行令第 5条で規定される収益事業を行っている場合に限り支援対象となり、収益事

業の範囲内で事業再構築の取組を行うことが必要です。 

１．補助対象者について Q.11 医療法人は対象となるか。 医療法に基づき、社会医療法人が収益事業を行う場合のみ対象とします。 

１．補助対象者について Q.12 「再生事業者」の定義において、再生計画等を「策定済」の場合におけ

る「公募終了日から遡って３年以内」とは具体的にいつまでか。 

各公募回の公募終了日から、３年遡った応当日の翌日を指します。例えば、公募終了日が令和４年 3月

24日の場合、平成 31年３月 25日以降に再生計画等が成立していれば、「再生事業者」として加点対象

になります。 

１．補助対象者について Q.13 中小企業再生ファンドの場合、「策定済」のみ「再生事業者」として認

められているが、「策定済」の定義は何か。 

各公募回の公募終了日から、３年遡った応当日の翌日以降に「投資実行」なされたものです。 

１．補助対象者について Q.14 中小企業再生ファンドでは、再生計画に基づき複数回にわたって投資実

行することがあるが、公募終了日から遡る「3年間」の起点は「当初の

投資実行日」か「最終投資実行日」のどちらか。 

最終投資実行日が起算点となります。 

１．補助対象者について Q.15 「中小企業活性化協議会（旧：中小企業再生支援協議会）が策定を支援

した再生計画」に「特例リスケジュール」、「収益力改善支援計画」も

含まれるか。 

含まれません。 

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000034#340AC0000000034-Mpat_2
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000034#340AC0000000034-Mpat_2
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/hojyotaisyou_houjinkaku.pdf
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340CO0000000097
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カテゴリ No. 質問 回答 

１．補助対象者について Q.16 海外企業や海外企業の子会社は対象となるか。 日本国内に本社があることが申請要件であり、海外企業は対象になりません。また、海外企業は資本金

及び従業員数がともに公募要領「２．補助対象者」に記載する【中小企業者】の表の数字を超え、【中

堅企業等】の定義にも該当しない場合、大企業扱いとなります。 

従って、海外大企業の子会社はみなし大企業に該当するため対象になりませんが、海外中小・中堅企業

の子会社は、日本国内に本社があれば補助対象になり得ます。  

１．補助対象者について Q.17 公的医療保険・介護保険から診療報酬・介護報酬を得ている事業は対象

になるか。 

国費が投入されている事業につきましては、国（独立行政法人等を含む）が助成する他の制度との重複

案件に該当するため、補助対象外となります。 

個々の事業が該当するか否かの判断につきましては、事業者様にてご確認ください。 

１．補助対象者について Q.18 従業員の定義とは何か。 従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」を指し、労働基準法第 20条の規定に基づく

「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」を従業員と解しています。 

詳細は、公募要領 「常時使用される従業員」のリンク先（Q3：中小企業基本法上の「常時使用する従

業員」の定義）を確認してください。 

２．申請要件について Q.1 売上高減少は会社全体か、事業再構築する部門だけでよいか。 部門や事業別の売上高減少ではなく、会社（組合、団体等）の全体で確認する必要があります。 

２．申請要件について Q.2 「コロナ以前」が 2019年又は 2020年１～3月を指しているとのことだ

が、任意の 3か月として 2021年１，２，３月を選択した場合、2019年

1～3月または 2020年 1～3月のどちらと比較してもいいのか。 

2019年 1月～3月又は 2020年 1月～3月と比較することが可能です。また、2019年 1月、3月、2020

年 2月のように、連続していなくても構いません。 

２．申請要件について Q.3 「付加価値額の増加」要件は、どの時点を基準として比較するのか。 補助事業終了月の属する申請者における決算年度を基準とします。 

例） 

毎年 5月決算の法人の場合 

交付決定：2021年 6月 

補助事業終了：2022年４月→基準年度：2022年 5月 

補助事業終了：2022年６月→基準年度：2023年 5月  

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q3
https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q3
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カテゴリ No. 質問 回答 

２．申請要件について Q.4 人件費の定義は何か。 本事業では、次のとおりとします。 

（法人の場合） 

以下の各項目の全てを含んだ総額を人件費とします。 

・売上原価に含まれる労務費（福利厚生費、退職金等を含んだもの。） 

・一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞与及び賞与引当金繰入れ、福利厚生費、退職金及び

退職給与引当金繰入れ 

・派遣労働者、短時間労働者の給与を外注費で処理した場合のその費用 

ただし、これらの算出ができない場合においては、平均給与に従業員数を掛けることによって算出して

ください。 

（個人事業主の場合） 

青色申告決算書（損益計算書）上で以下の費目が人件費に該当します（丸数字は、所得税申告決算書の

該当番号です）。 

福利厚生費＋給料賃金（⑲＋⑳） 

※個人事業主の付加価値額算定では、人件費の構成要素である㊳専従者給与（＝ご家族の方等のお給

料）および㊸青色申告特別控除前の所得金額（＝事業主個人の儲け）の２項目を「人件費」に参入せず

に計算します。 

２．申請要件について Q.5 認定経営革新等支援機関や金融機関はどのように関与する必要があるの

か。 

事業者の応募申請にあたって、事業計画の策定を支援していただき、応募申請時には認定経営革新等支

援機関又は金融機関が確認したことが分かる確認書の提出が必要となります。また、補助事業実施期間

中には、必要に応じて新規事業の実施に対する専門的な観点からの助言やサポートを行っていただきま

す。 

２．申請要件について Q.6 認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある機関で

なければならないのか。 

認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございません。任意の機関を選

択してください。 

２．申請要件について Q.7 フォローアップ期間中の認定経営革新等支援機関のフォローとはどのよ

うなものになるか。また、対策を実行する場合に生じる費用のサポート

はあるか。 

事業計画書を確認頂いた、認定経営革新等支援機関等による補助事業終了後の事業化状況の確認等のサ

ポートを想定しています。補助事業実施期間における技術指導、助言、コンサルティングに要する費用

等は補助対象にすることができます。（フォローアップ期間の費用は補助対象外となります） 

２．申請要件について Q.8 認定経営革新等支援機関が申請する場合、ほかの認定経営革新等支援機

関と計画を策定する必要があるか。 

申請者が認定経営革新等支援機関の場合は、他の認定経営革新等支援機関との計画策定を求めます。 

２．申請要件について Q.9 「新事業売上高 10%要件」について、『直近の決算において、売上高が

10億円以上であり、事業再構築を行う事業部門の売上高が 3億円以上で

あることが分かる書類』を追加提出する場合、具体的にどのような書類

を提出すればよいのか。 

以下のいずれかを想定しております。 

①会計ソフトやエクセルなどで部門別に管理している売上台帳 

②部門別集計を行っている確定申告の基礎となる資料（試算表や部門別採算表や部門別損益計算書な

ど） 

２．申請要件について Q.10 「グリーン成長要件」を１年以上（エントリー）又は 2年以上（スタン

ダード）の研究開発・技術開発を行うことで満たす場合、この期間につ

いて、補助金申請前の期間も計上してよいか。 

交付決定から補助事業実施期間が終了するまでの間に研究開発・技術開発を開始することが必要となり

ます。 
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カテゴリ No. 質問 回答 

２．申請要件について Q.11 「グリーン成長要件」を従業員の一定割合以上に対する人材育成を行う

ことで満たす場合、人材育成は補助事業実施期間中に実施する必要があ

るのか。 

交付決定から補助事業実施期間が終了するまでの間に人材育成を開始することが必要となります。 

２．申請要件について Q.12 「グリーン成長要件」を従業員の一定割合以上に対する人材育成を行う

ことで満たす場合、年間 20時間以上の外部研修又は専門家を招いた OJT

研修を受けることが要件となっているが、この「年間」はどのように考

えれば良いのか。 

人材育成計画書において、人材育成を始めて開始する予定の月から 1年間以内に 20 時間以上の研修を

行うことが必要です。 

３．事業再構築指針全般

について 

Q.1 事業再構築に取り組むにあたって、新規事業は必ず既存事業と関連した

事業である必要があるのか。 

事業再構築により取り組む事業は、必ずしも既存事業と関連している必要はありません。 

詳細は、事業再構築指針 PDF ファイル、事業再構築指針の手引き PDF ファイル及び公募要領 PDFファ

イルを参照してください。 

３．事業再構築指針全般

について 

Q.2 製品等の「等」、製造等の「等」、製造方法等の「等」はそれぞれ何を

指しているのか。 

製品等の「等」は「商品又はサービス」を、製造等の「等」は「提供」を、製造方法等の「等」は「提

供方法」を指しています。取り組む事業再構築の分野に合わせて適宜読み替えてご利用ください。 

３．事業再構築指針全般

について 

Q.3 売上高 10％要件や売上高構成比要件、等を達成できなかった場合に補助

金を返還する必要があるか。 

要件を達成できなかった場合に補助金を返還する必要はありませんが、事業計画の達成に向けて責任を

もって取り組むことは必要です。また、事業を継続せずに中止する場合は、残存簿価相当額等により、

補助金交付額を上限として返還を求めます。なお、卒業促進枠及び大規模賃金引上促進枠については、

要件未達として本枠に係る補助金は支給されません。 

３．事業再構築指針全般

について 

Q.4 新市場進出（新分野展開、業態転換）、事業転換、業種転換、事業再

編、国内回帰の５つの類型のうち、補助金交付候補者として採択されや

すいものはあるか。 

特定の類型が他の類型に比べ、一律に高く評価されることや加点されることはありません。審査は公募

要領に記載している「表２：審査項目」に沿って、5つの類型について平等に行われます。 

３．事業再構築指針全般

について 

Q.5 事業再構築の５つの類型について、複数の類型にまたがって該当する場

合、複数の類型を組み合わせた事業再構築に取り組むことは認められる

か。 

認められます。ただし、申請に際しては主たる類型を 1つ選択してもらいます。 

詳細は、事業再構築指針、事業再構築指針の手引き（2.1版）、活用イメージ集を参照してください。 

３．事業再構築指針全般

について 

Q.6 売上高 10％要件等の各要件は、会社単位ではなく店舗単位で満たすこと

でもよいのか。 

会社単位である必要があります。 

３．事業再構築指針全般

について 

Q.7 製品の新規性要件等の各要件を満たしているかどうかはどの時点で判定

すればよいのか。また、事業再構築に関する取り組み自体を全て交付決

定後（又は事前着手が認められる令和 3年 12月 20日以降）に行う必要

があるか。 

原則として、申請時点を基準として判定してください。ただし、事前着手届出の受理を受けている場合

には、定められた事前着手開始時期以降の任意の時点とすることも可能です。 

３．事業再構築指針全般

について 

Q.8 既存の事業を縮小又は廃業することは必要か。 必要ではありません。 

３．事業再構築指針全般

について 

Q.9 新たに取り組む分野、事業、業種に許認可が必要な場合、申請時点にお

いて既に取得している必要はあるか。 

必要ではありません。 

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/download/shishin010.pdf
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/download/shishin_tebiki010.pdf
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/download/shishin010.pdf
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/download/shishin_tebiki008.pdf
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/cases.php#dc3
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カテゴリ No. 質問 回答 

３．事業再構築指針全般

について 

Q.10 事業再構築の各類型において必要となる要件について、いつ時点で要件

を満たす事業計画を策定すれば良いのか教えてほしい。 

原則、補助事業実施期間及び３～５年間の事業計画期間中の任意の時点で満たす事業計画とすることが

必要となります。 

ただし、売上高 10％要件及び売上高構成比要件については、３～５年間の事業計画期間終了時点におい

て、満たしている計画とすることが求められます。 

なお、事前着手受理を受けている場合には、令和 3年 12月 20日以降の事前着手を始めた日を起算点と

することも可能です。 

３．事業再構築指針全般

について 

Q.11 事業再構築指針の手引きの改訂履歴を教えてほしい。 こちらを参照してください。 

４．再構築指針について Q.1 新市場進出（新分野展開、業態転換）において、新たに取り組む分野は

従来の主たる業種又は主たる事業に含まれている必要があるか。 

含まれている必要はありません。 

４．再構築指針について Q.2 新市場進出（新分野展開、業態転換）において、新たに取り組む分野が

既存の事業と日本標準産業分類上異なる事業でもよいのか。 

問題ありません。なお、結果として、主たる事業や業種が異なる計画となる場合には、事業転換や業種

転換を選択してください。 

４．再構築指針について Q.3 複数の新製品等により新分野展開の取り組みを行う場合、売上高 10％要

件は複数の新製品等を合わせて 10%以上となることでよいか。 

ご理解のとおりです。 

４．再構築指針について Q.4 新分野展開について、「主たる業種又は主たる事業を変更することな

く」とは、主たる業種も主たる事業も変更しないという解釈でよいか。 

ご理解のとおりです。 

４．再構築指針について Q.5 製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載の

ある「①過去に製造等した実績がないこと」や「②製造等に用いる主要

な設備を変更すること」、製品等の新規性要件を満たさない場合の例と

して記載のある、「既存の製品等に容易な改変を加えた新製品等を製造

等する場合」や「単純に組み合わせただけの新製品等を製造等する場

合」等について、明確な基準はあるのか。 

一律に基準を設けることとはしておりません。なお、「①過去に製造等した実績がないこと」について

は、判断に迷う場合は 5年程度を一つの目安としてください。また、例えば、試作のみでこれまでに販

売や売上実績がないケース、テストマーケティングなど実証的に行ったことはあるものの継続的な売上

には至っていないケースであって、更なる追加の改善等を通じて事業再構築を図る場合や、従来販売し

ていた製品の改善を通じて事業再構築を図る場合は「過去に製造等した実績がない場合」に含まれま

す。 

４．再構築指針について Q.6 製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載の

ある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、「設

備」とは何を指すか。  

設備、装置、プログラム（データを含む）、施設等を指します。 

４．再構築指針について Q.7 製造業において、従来より品質が優れた（精度が高い、耐熱温度が高

い、重量が軽い等）製品を製造する場合には、製品等の新規性要件を満

たすといえるのか。 

①過去に製造等した実績がないこと、②製造等に用いる主要な設備を変更すること、③定量的に性能又

は効能が異なることを事業計画においてお示しいただければ、製品等の新規性要件を満たし得ると考え

られます。 

４．再構築指針について Q.8 製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載の

ある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、製造等

を行うに際し、既存の設備も一部用いることは問題ないか。 

問題ありません。 

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/faq_shishin_tebiki_kaitei_rireki.pdf
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事業再構築補助金事務局 

カテゴリ No. 質問 回答 

４．再構築指針について Q.9 製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載の

ある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、新たに

導入した設備は新製品等の製造等にしか用いてはならず、既存製品等の

製造等には用いてはならないのか。 

補助金適化法に基づき、補助金で購入した資産の目的外利用は禁止されております。 

しかしながら、業務時間外や休日等を利用して補助目的たる事業の遂行に支障を来さない範囲で一時的

に転用する場合においてお認めすることが可能です。 

詳しくはこちらをご確認ください。 

４．再構築指針について Q.10 製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載の

ある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、既存の

製品等に関しては、設備を変更する必要はないか。 

必要ありません。 

４．再構築指針について Q.11 製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載の

ある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、必ず当

該設備に係る投資を補助対象経費として計上することは必要か。 

主要な設備を変更していれば、当該設備にかかる費用について、必ずしも補助対象経費に含めることは

必要ありません。 

４．再構築指針について Q.12 製品の新規性要件の「③定量的に性能又は効能が異なること（製品等の

性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。）」は、製品等の性能や

効能が定量的に計測できる場合に限っては、定量的に性能又は効能が異

なることを示し、それ以外の場合には、定量的に計測することが難しい

ことを示すことでよいか。また、計測する方法に指定はあるか。 

定量的に性能又は効能が異なることを示すことが困難な場合は、その理由を具体的に示して頂き、審査

においてその理由が妥当であると判断できた場合に限りお認めすることができます。 

４．再構築指針について Q.13 「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」に関して、自社で設備

を保有しない製造委託の場合は一律に対象外になるのか。 

一律に対象外ではありませんが、委託先についてどのような変更が生じたのかお示し頂き、それを審査

させて頂きます。 

４．再構築指針について Q.14 市場の新規性要件の「既存製品等と新製品等の代替性が低いこと」につ

いて、明確な基準はあるのか。 

一律に基準を設けることはしておりません。 

４．再構築指針について Q.15 市場の新規性要件の「既存製品等と新製品等の代替性が低いこと」につ

いて、手引きには、「新製品等を販売した際に、既存製品等の需要が単

純に置き換わるのではなく、売上が販売前と比べて大きく減少しないこ

とや、むしろ相乗効果により増大することを事業計画においてお示しく

ださい」とあるが、工場を閉鎖し跡地にデータセンターを新たに建設す

る場合など、既存事業を一部縮小して新規事業を行う場合には、当然な

がら既存製品等の売上が大きく減少する場合もあると思うが、こうした

場合は市場の新規性要件を満たさないのか。 

単に既存事業を一部縮小したことにより既存製品等の売上が減少した場合には、新製品等の販売により

既存製品等の需要が代替されたものではないことから、市場の新規性要件を満たします。 

４．再構築指針について Q.16 売上高 10%要件の代わりに利益率を用いることは認められるか。 認められません。 

４．再構築指針について Q.17 事業転換の売上高構成比要件は、日本標準産業分類の中分類・小分類・

細分類のいずれで判定してもよいのか。 

問題ありません。 

４．再構築指針について Q.18 既に製造等している製品等の増産のみを行う場合は対象となるのか。 対象となりません。手引きの「３－３．製品等の新規性要件を満たさない場合」の「既存の製品等の製

造量等を増やす場合」に該当します。 

https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/kaikei29.pdf
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カテゴリ No. 質問 回答 

４．再構築指針について Q.19 製造方法等の新規性要件の「過去に同じ方法で製造等していた方法で製

造等していた実績等がないこと」について、現在試行的に運営している

EC サイトを拡張する場合は認められるのか。また、従来 EC プラットフ

ォームサービスを利用していたが、これに替えて自社独自の EC サイト

を立ち上げる場合は認められるか。 

いずれの場合にも、新たに立ち上げる EC サイトと従来使用していた ECサイトの違いを示して頂き、審

査において過去の販売方法とは異なる販売方法であると判断できる場合には要件を満たし得ると考えら

れます。 

４．再構築指針について Q.20 内製化は「製造方法等の新規性要件」に該当するか。 その要件は該当しますが、製品に新たな付加価値を与え、新市場要件を満たさない場合は対象外となり

ます。 

５．補助対象経費につい

て 

Q.1 各事業類型に下限額、上限額が設けられているが、事業費に補助率を乗

じた結果、下限額を下回る場合は申請することができないのか。 

各事業類型に設けられた下限額、上限額の範囲内でのみ補助金を交付することができます。よって応募

申請時点で事業費に補助率を乗じた結果、上限額を上回る又は下限額を下回る場合は応募申請を受け付

けることはできません。 

５．補助対象経費につい

て 

Q.2 実際に交付される補助額はどのように算出されるか。 補助事業終了後、補助事業実施期間内の設備投資等にかかった費用の証憑類を提出していただき、事務

局が支払いの適切性等を確認の上、公募要領に定める所定の補助率を適用して算定して、事業者に支払

われる補助金額が算出されます。 

５．補助対象経費につい

て 

Q.3 補助金の支払はいつ頃か。 原則、補助事業終了後に、補助事業実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の精算払いとなりま

す。また、一定の条件のもとで概算払も可能です。概算払の申請手続き等については補助金交付候補の

採択事業者向けに別途公表する「補助事業の手引き」をご確認ください。  
５．補助対象経費につい

て 

Q.4 既に事業再構築を行って自社で支出した費用は補助対象となるのか。 交付決定前に自社で補助事業を開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。 

ただし、公募開始後に事前着手届出を提出し、事務局に承認された場合は、第 1回～第 5回公募につい

ては令和３年２月１５日以降、第 6回～第 9回公募については令和３年１２月２０日以降、第 10回公

募以降については令和 4年 12月 2日以降設備に購入契約等を行った事業に要する経費を補助対象経費

として交付申請することができます。なお、第 10回公募以降は最低賃金枠及び物価高騰対策・回復再

生応援枠のみ事前着手をお認めしております。 

詳細は、公募要領「事前着手届出の手続き」を確認してください。 

５．補助対象経費につい

て 

Q.5 建築費を補助対象とするには、応募申請の際に設計図が必要か。 応募申請の際には提出は不要ですが、補助金交付候補者の採択後の交付申請の際には必要となります。 

５．補助対象経費につい

て 

Q.6 建物の建設の契約を申請前にした場合、対象となるか。 交付決定から補助事業完了日までの期間に発注（契約）を行い、検収、支払をした経費が対象となりま

す。 

５．補助対象経費につい

て 

Q.7 建物の購入や賃貸、土地の造成費用は対象となるか。 対象となりません。本事業では減価償却資産の耐用年数等に関する省令における「建物」「建物附属設

備」の区分に該当する物件を建設・回収する費用のみ建物費として計上することをお認めしています。

詳細は公募要領をご確認ください。 

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/documents.php#dc2
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf
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５．補助対象経費につい

て 

Q.8 リース費用は対象になるのか。 機械装置・システム構築費に該当する設備はリース費用は対象となります。ただし、補助対象となるの

は補助事業実施期間に要した経費に限ります。 

なお、第 6回公募以降については、中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額

されることなどを条件に、中小企業等とリース会社が共同申請をする場合には、機械装置又はシステム

の購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。 

詳細は公募要領をご確認ください。 

５．補助対象経費につい

て 

Q.9 車両の購入費は補助対象になるのか。 自動車等車両（事業所内や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができ

ないものを除く）の購入費・修理費・リース費・車検費用は補助対象になりません。 

ただし、車両に載せる設備及びその設備の設置に必要な費用は補助の対象となり得ます。 

また、減価償却資産の耐用年数等に関する省令において「機械及び装置」区分に該当するもの（例：ト

ラッククレーン、ブルドーザー、ロードローラー等）は補助対象になります。 

５．補助対象経費につい

て 

Q.10 機械設備の「設置」にかかる費用は補助対象となるか。 補助事業で新たに取得する機械設備の据付や運搬費用に限り補助対象になります。 

５．補助対象経費につい

て 

Q.11 EC サイトの運営をしたい。システム構築費用やランニングコストは対象

となるか。 

補助事業実施期間内に係る経費は対象となります。ただし、単にデジタルプラットフォーム企業が提供

する EC サイトを利用して販路開拓を行うだけでは事業再構築指針の要件を満たさないため、指針をよ

くご確認の上、事業計画を策定してください。 

５．補助対象経費につい

て 

Q.12 必要な資格の取得にかかる講座受講や資格試験受験料は対象となるか。 本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費は研修費として補助対象です。資格試験

に係る受験料は補助対象外です。 

５．補助対象経費につい

て 

Q.13 求人広告にかかる費用も広告宣伝・販売促進費に含まれるか。 広告宣伝・販売促進費は本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告の作成や市場調査等に対

して補助するものであり、求人広告は対象外です。 

５．補助対象経費につい

て 

Q.14 新たな事業の宣伝として、SNS ツール（フェイスブックやインスタグラ

ム等）に WEB広告を掲載することを検討しているが、対象となるか。 

補助事業実施期間内に使用・掲載された広告に係る費用につきましては、相見積もり書及び価格の妥当

性が確認できる場合のみ補助対象になり得ます。（公募要領 広告宣伝・販売促進費を参照ください） 

５．補助対象経費につい

て 

Q.15 海外現地法人の経費は、補助対象となるか。 事業再構築補助金の交付対象は国内法人のため、海外現地法人（子会社）の支出は対象となりません。

なお、海外子会社が主たる補助事業実施主体となる場合に限り、本事業で購入した機械装置等について

貸与の契約を締結した上で、海外子会社に貸与することも可能です。ただし、海外子会社への貸与価格

が市場価格から乖離している場合など、取引形態によっては移転価格税制等の税制上の検討が必要な場

合がありますので、ご注意ください。 

５．補助対象経費につい

て 

Q.16 子会社や関連会社との取引、代表者が同じ会社間取引、本人（個人）と

本人が代表を務める会社の取引によって取得した設備等の経費は補助対

象経費となるか。 

補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達又は関係会社からの調達分（工事を含む。）がある場

合、補助事業者の利益等相当分を排除した製造原価又は取引価格が当該調達品の製造原価以内であると

証明できる場合は、取引価格をもって補助対象とします。また、その際は、相見積の有無を問わず、業

者選定理由書をご提出ください。その内容を以て対象か否か判断させて頂きます。 

５．補助対象経費につい

て 

Q.17 事業再構築を実施するために一時的に貸工場・貸店舗等に入居する場

合、一時移転に係る費用（貸工場・貸店舗等の建設費、移転費（設備の

運搬費）、改修費、賃料）は補助対象となるか。 

補助対象になります。ただし、貸工場・貸店舗等への移転のみの事業計画では支援の対象となりませ

ん。補助事業実施期間内に工場・店舗等の改修や大規模な設備入替えを完了し貸工場・貸店舗等から退

去する計画となっている必要があります。なお、一時移転に係る費用（貸工場・貸店舗等の建設費、移

転費（設備の運搬費）、改修費、賃料）は補助対象経費総額の１／２を上限とします。 

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf
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事業再構築補助金事務局 

カテゴリ No. 質問 回答 

５．補助対象経費につい

て 

Q.18 蓄電池電源設備は補助対象経費に含まれるか。 ソーラーパネルやそれと一体不可分の蓄電池等は、再生可能エネルギーの発電を行うための発電設備及

び当該設備と一体不可分の附属設備とみなすため、補助対象経費として認められません。 

蓄電池単体且つ蓄電した電気が専ら補助事業のために使用される場合に限り、交付申請時に誓約書を提

出することを前提に認められます。 

５．補助対象経費につい

て 

Q.19 一定の期間、一定料金を業者に支払う契約形態での広告（サブスク型広

告）費用は広告宣伝・販売促進費として補助対象になるか。 

対象になります。ただし、補助対象となるのは補助事業実施期間内使用・掲載される広告の費用に限り

ますのでご注意ください。 

５．補助対象経費につい

て 

Q.20 建物を新築する場合、補助対象と認められる明確な基準はあるのか。 建物を新築することが補助事業の実施に真に必要不可欠であり、既存の建物を改築する等の代替手段が

ない場合、事業者はその理由を「新築の必要性に関する説明書」として提出してもらいます。 

個々の事業者の状況に応じて「事業計画書」と「新築の必要性に関する説明書」の内容を基に補助金交

付候補者の採択審査及び交付審査において新築の必要性の有無を総合的に判断します。詳細は、新築の

必要性の判断例を参照してください。  
６．申請手続きについて Q.1 事業再構築補助金の申請に必要な G ビズ ID プライムはどのように取得

するか。 

G ビズ ID の HP外部リンク（https://gbiz-id.go.jp/top/）にある「gBizID プライム作成」からアカウン

ト発行申請ができます。 

申請に必要な書類に問題がない場合は１週間程度でアカウントを発行しておりますが、書類に不備があ

る（印鑑証明書が同封されていない、申請書と印鑑証明書の印鑑が異なる等）、既にアカウントをお持

ちの方による重複申請、等の場合には、その不備内容やアカウント保有状況確認のためお時間をいただ

く場合がございます。 

申請の際は、必ず事前に申請方法やアカウント保有状況をご確認いただきますようお願いいたします。 

６．申請手続きについて Q.2 G ビズ ID プライムをすでに取得しているが、本事業に申請するために、

再度発行する必要があるか。 

再度の発行は不要です。Gビズ ID プライムは、同一の法人かつ同一の利用者の名義により、複数のアカ

ウントの発行を行うことができません。 

６．申請手続きについて Q.3 補助金交付候補者の採択結果公表前に次回の公募に申請することは可能

か。 

本事業で複数回補助金の交付を受けることはできませんので、補助金交付候補者の採択結果公表前に重

複して申請することはできません。 

補助金交付候補者の採択結果が不採択だった場合には、補助金交付候補者の採択公表日以降に申請する

ことが可能となります。 

６．申請手続きについて Q.4 第 9回公募までに事前着手受理を既に受けている場合、第 10回公募の申

請と合わせて、事前着手についても再度届出をする必要があるのか。 

再度届出を行っていただく必要があります。事務局による審査の結果、受理された場合に限り、事前着

手が認められます。なお、第 10回公募以降は最低賃金枠及び物価高騰対策・回復再生応援枠のみ事前

着手をお認めしております。 

６．申請手続きについて Q.5 事前着手届出制度について、申請する経費の見積もりの提出は必要か。 事前着手届出時には不要ですが、交付申請の際には必要となりますので、予めご準備を進めておいて頂

くようお願いします。 

６．申請手続きについて Q.6 申請時点で見積書が必要か。また、見積書の期限はいつまでのものが必

要か。 

応募申請時点では見積書を提出していただく必要はありませんが、事業計画策定にあたって取得予定の

機械装置等の単価や個数等の記載が必要です。 

補助金交付候補者として採択された場合には、交付申請の際に、有効期限内の見積書を提出する必要が

あります。 

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/tatemono_shinchiku_kahi.pdf
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/tatemono_shinchiku_kahi.pdf
https://gbiz-id.go.jp/top/
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事業再構築補助金事務局 

カテゴリ No. 質問 回答 

６．申請手続きについて Q.7 事業計画書に記載した再構築にかかる費用について、事業計画と実際の

金額に乖離が発生した場合、交付決定前であれば修正できるか。 

事業計画の内容は審査員による審査を経て補助金交付候補者として採択決定されるものであり、その内

容の変更は原則として認められません。ただし、例えば、取得する予定の機械が廃番になり新機種しか

購入ができない場合、あるいは、同等の仕様・スペックを満たす他社製品が安価であり購入品を変更す

る等のご事情がある場合には、個別で事務局へご相談ください。 

６．申請手続きについて Q.8 補助事業実施場所は応募申請時に決まっていないといけないのか。 原則として応募申請時に決まっている必要がありますが、やむを得ない事情があると認められる場合

は、交付申請時に事業計画書の修正等をしていただきます。 

６．申請手続きについて Q.9 ２つの事業を新規に始める予定であるが、１回の応募申請で２件を同時

に申請して良いのか。 

１回の応募回につき、応募申請ができる事業計画は１件までとなっています。新たに始める２つの新規

事業に関連性があり、１件の事業計画としてまとめられるのであれば、１回の応募回で２つの新規事業

を申請することは可能です。 

７．補助金交付候補者の

採択後の手続きについて 

Q.1 補助金交付候補者の採択決定後に辞退をすることはできるか。 事務局に申請していただくことで、辞退は可能です。 

７．補助金交付候補者の

採択後の手続きについて 

Q.2 補助事業終了後の事業計画期間内に事業を継続できなくなった場合、補

助金の返還が求められるのか。 

残存簿価相当額等により、補助金交付額を上限として返還を求めます。 

７．補助金交付候補者の

採択後の手続きについて 

Q.3 補助事業の実施期間（通常枠は 12か月以内）よりも短期間で事業を終了

してもよいのか。 

補助事業実施期間より短期間で補助事業を完了することは差し支えありませんが、補助事業実施期間を

超えることは原則として認められません。実施期間内に支払いや実績報告等のすべての手続きを完了す

る必要があります。 

７．補助金交付候補者の

採択後の手続きについて 

Q.4 設備購入の支払いは銀行振込払いのみか。 支払の実績は、補助事業終了後の確定検査において、銀行振込の実績で確認させていただきます。現

金、手形、小切手、ファクタリング、相殺等による支払いは認められず、補助金は交付することはでき

ません。 

詳細は、補助金交付候補の採択事業者向けに別途公表する「補助事業の手引き」を確認してください。 

７．補助金交付候補者の

採択後の手続きについて 

Q.5 ・機械装置の仕入れ先の商社から、半導体不足の影響によって当初予定

していた納期を守れないとの連絡を受けた。交付決定を受けて既に補助

事業を進めているが、機械装置の納品がされなければ補助事業を完了す

ることができない。どうしたらよいか。 

・木材価格の高騰（ウッドショック）の影響によって建築資材の調達が

困難となり、建物改修の工期が遅延するとの連絡を受けた。工事業者に

は調整を続けてもらっているが、補助事業実施期間を守れない場合は交

付決定が取り消されてしまうのか。 

例えば、半導体不足や木材価格高騰などの供給制約の影響を受けるなど、事業者自身の責任によらない

事由により、補助事業を予定の期間内（補助事業完了期限日まで）に完了することができないと見込ま

れる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、事故等報告書を事務局（中小機構）に提出してく

ださい。（交付決定後に、当該報告書の提出は可能となります。） 

事故等の事由を事務局にて確認の上、補助事業の遂行及び完了の予定が適当と認められた場合には、３

か月を目安とし、補助事業完了期限日を延長することができます。詳細は「補助事業の手引き」をご確

認ください。 

なお、いたずらに補助事業完了期限日を延長することは認められませんのでご注意ください。 

７．補助金交付候補者の

採択後の手続きについて 

Q.6 補助事業で取得する主な資産について、やむを得ず「発注する業者」と

「金額」だけを変更したい場合、 補助事業計画の変更は必要か。 

交付決定前であれば、交付申請をする際に、変更した内容で申請書類を提出してください。 

交付決定後においては、補助事業計画変更の承認申請が必要となる場合があります。 

購入する建物、機械装置等、経費配分等にも変更が生じる場合等（交付規程第１２条に記載の変更内容

の場合）は、 J グランツから「様式第３－１ 補助事業計画変更（等）承認申請書」と共に、新旧の見

積書等、取引に関する証憑等を事務局に提出し、あらかじめ計画変更の承認を受けてください。（事後

承認はできません。） 

詳細は、補助事業の手引き「（７）計画の変更等（交付規程第１２条） ①計画変更承認の申請」を確認

してください。 

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/documents.php#dc2
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/documents.php#dc2
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/documents.php#dc2
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カテゴリ No. 質問 回答 

７．補助金交付候補者の

採択後の手続きについて 

Q.7 着手金、中間払いなどの分割払いをしてしまった場合、契約書に支払方

法として明記されていれば良いか。実績報告書にはどのように記入すれ

ばよいか。 

契約書に支払方法として明記されていれば問題ありません。提出については、実績報告書等作成マニュ

アルにある「様式第 6の別紙 3 記入例」を参照して、分割払いを行った場合の例を確認してください。

なお、着手金、中間払いであっても、銀行振り込みのみ補助対象とします。 

７．補助金交付候補者の

採択後の手続きについて 

Q.8 業者への発注にあたり、代理店を通して見積・発注を行っている場合、

証憑をどのように整備すればよいか。 

代理店を含めた補助事業者と発注先事業者間の取引及び支払の流れがわかるように証憑を整備してくだ

さい。発注書、請求書、納品書等の取引に関する証憑及び銀行振込受取書等の支払に関する証憑の提出

が必要です。 

７．補助金交付候補者の

採択後の手続きについて 

Q.9 事業化状況等の実態把握調査票 ④製品等情報について、商品毎に登録

を分けるのはどのような場合か。 

商品ごとで登録しても問題ありませんが、来客数を販売数量（売上数量）として、店舗、当該事業自体

を一つの製品として報告することも可能です。 

７．補助金交付候補者の

採択後の手続きについて 

Q.10 補助事業完了後の事業計画期間において、事業を中止（廃止）する場

合、必要な手続きはあるか。 

事業を中止（廃止）しようとする場合には、「様式 第１４－１ 補助事業完了後の事業計画の中止（廃

止）届出書」を提出してください。廃止の届出の受付完了後、処分制限期間内※の取得財産について

は、速やかに「様式第１２－１ 財産処分承認申請書」を事務局に提出し、「様式第１２－２ 財産処分

承認通知書」による事務局の承認を受けてください。 

「処分制限期間」は減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）を準用し

ます。 

８．補助対象として認め

られない経費の例 

Q.1 補助対象として認められない経費は。 こちらの PDF ファイルを参照してください。 

９．サプライチェーン強

靱化枠について 

Q.1 リース費用は対象になるのか。 補助事業実施期間中のリース・レンタルに係る借用のための経費は対象になりません。 

ただし、中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、

中小企業等とリース会社が共同申請をする場合には、機械装置又はシステムの購入費用について、リー

ス会社を対象に補助金を交付することが可能です。 

詳細は公募要領をご確認ください。 

９．サプライチェーン強

靱化枠について 

Q.2 機械設備の「設置」にかかる費用は補助対象となるか。 新たに取得する機械設備に限り、据付や運搬費用も含め補助対象になります。 

ただし、既存の機械設備の撤去、移転に要する費用は対象になりません。  

９．サプライチェーン強

靱化枠について 

Q.3 サプライチェーン強靱化枠の対象業種は? サプライチェーン強靱化枠の対象業種・業態については、事務局が公開している成長枠対象リストのう

ち、製造業に該当するもののみが対象となります。 

今後、業界団体等からの指定申請や事業者からの応募申請内容を審査し、要件を満たす業種・業態を追

加していきます。 

指定された業種・業態以外であっても、応募時に要件を満たす業種・業態である旨データを提出し、認

められた場合には対象になり得ます。公募開始以降事務局 HPに掲載予定の様式に必要事項を記載の上

提出してください。（過去の公募回で認められた業種・業態については、その後の公募回では指定業種

として公表します。） 

９．サプライチェーン強

靱化枠について 

Q.4 新規立地の場合は、事業実施場所の自治体に相談するべきか。 求めるものではないですが、補助事業の円滑な実施を鑑みると、早めに相談したほうが望ましいと考え

ます。 

９．サプライチェーン強

靱化枠について 

Q.5 申請するに当たり、海外の生産拠点を閉じて、実際に拠点を移転する必

要があるのか。 

事業再構築指針の手引きに記載のとおり、海外生産拠点を閉じること、拠点を移転することまでは求め

ておりません。 

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/documents/jissekihokoku_manual.pdf
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/documents/jissekihokoku_manual.pdf
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/hojyotaishogaikeihi.pdf
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf
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カテゴリ No. 質問 回答 

９．サプライチェーン強

靱化枠について 

Q.6 部品等とあるが、最終製品では対象にならないか。 最終製品でも構いません。 

９．サプライチェーン強

靱化枠について 

Q.7 国内回帰する国内生産拠点が海外輸出することは問題ないか。 国内生産拠点における製造する製品の納品先までは限定されませんが、国内サプライチェーンの強靱化

の観点から審査等で考慮される可能性はあります。 

９．サプライチェーン強

靱化枠について 

Q.8 主たる事業が製造業でない場合は、申請できないのか。 本事業において取り組む事業、事業再構築後の主な事業又は業種が製造業であれば申請可能です。 

９．サプライチェーン強

靱化枠について 

Q.9 建物費だけでの申請は可能か。 海外で製造する部品等の国内回帰を進めることで、国内サプライチェーン強靱化及び地域産業の活性化

を図ることを目的としているため、生産のための機械装置の導入を必須とし、補助対象経費に機械装置

費を含まない案件は支援対象となりません。 

９．サプライチェーン強

靱化枠について 

Q.10 生産（増産）要請を出す取引先は日本国内に所在する法人である必要が

あるか。 

要請を出す取引先が、国内に必ず所在する必要はありませんが、国内での生産強化により、日本国内の

サプライチェーン強靱化を目指すものであり、申請者は日本国内に本店を有する法人である必要があり

ます。 

９．サプライチェーン強

靱化枠について 

Q.11 海外製造等要件① a について、2020年以降毎年度実績がないと認めら

れないか。 

毎年度の実績までは求めておりません。事業により製造する製品について、2020年以降に海外から調達

した実績があれば海外製造等要件①a を満たします。 

９．サプライチェーン強

靱化枠について 

Q.12 海外製造等要件①bについて、具体的にはどのような書類を指すか。 発注及び納品の事実を示す書類としては、例えば、Purchase order、Commercial Invoice（対になって

いるもの）が挙げられます。Proforma Invoice等、確定していない書類は認められません。 

９．サプライチェーン強

靱化枠について 

Q.13 海外製造等要件①bについて、「海外への発注及び海外からの納品の事

実（a.を裏付ける取引の実績）」とある。海外で製造している製品であ

る一方で、日本国内には納品実績のない製品は要件を満たさないか。 

サプライチェーン強靱化枠は、海外で製造する部品等の国内回帰を進め、国内サプライチェーンの強靱

化及び地域産業の活性化に取り組む事業を支援するものです。 

海外で製造している製品であっても、当該製品がこれまで海外間で流通（納品）しているのみであっ

て、日本国内に納品されていない場合は、海外製造等要件①b を示すことができませんので、海外製造

等要件を満たしません。 

９．サプライチェーン強

靱化枠について 

Q.14 導入設備の先進性要件について、中古製品でも先進性を有すると言える

か。 

導入設備の先進性要件については、最新のカタログ、カタログ品でない場合は同等の別設備を示す等に

より、最新のものであることが分かる説明書類を提出頂きます。中古品の場合は、上記を満たした上

で、３者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得する必要があります。 

９．サプライチェーン強

靱化枠について 

Q.15 導入設備の先進性要件の導入効果について、設備１つ１つの効果を記載

する必要があるか。 

設備１つ１つの効果を記載することまでは求めません。 

全ての機械装置でまとめて性能や効能を説明する形でも構いませんし、機械装置の特性的に分けて記載

する方が望ましい場合は、分けて記載してください。 

９．サプライチェーン強

靱化枠について 

Q.16 機械装置・システム構築費の対象経費の区分として、「①もしくは②と

一体で行う、改良・ 修繕、据付け又は運搬に要する経費」とあります

が、「一体で行う」とは具体的にどういう 意味でしょうか。 

本事業で、新たに購入、製作した機械装置、工具・器具、専用ソフトウェア・情報システ ムの改良・修

繕、据付け(設置場所に固定等)又は運搬であれば対象となることを意味します。補助事業とは関係のな

い既存の機械装置・システムの改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費は対象外となります。 

９．サプライチェーン強

靱化枠について 

Q.17 応募申請時に、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より 30円以上高い場

合は、事業場内最低賃金要件を満たしているか。 

既存の事業場で補助事業を実施する場合は交付申請時に、新たな事業場で補助事業を実施する場合は実

績報告時に、賃金台帳等の提出を求め、それぞれの時点の地域別最低賃金より 30円以上高いかどうか

を確認いたしますので、その時点で地域別最低賃金より 30円以上高くなっている必要があります。 

９．サプライチェーン強

靱化枠について 

Q.18 令和４年度第２次補正予算による事業再構築補助金において、サプライ

チェーン強靱化枠は何回公募がある予定か 

サプライチェーン強靱化枠については、1～2回程度の実施を予定しております。 
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９．サプライチェーン強

靱化枠について 

Q.19 事業再構築補助金における「国内回帰」とはどのような定義か。 本事業における事業再構築「国内回帰」の定義は、事業再構築指針に記載のとおり「海外で製造等する

製品について、その製造方法が先進性を有する国内生産拠点を整備すること」です。 

海外の生産拠点を閉じることを要件として求めておりません。 

９．サプライチェーン強

靱化枠について 

Q.20 公募要領に「生産のための機械装置の導入を必須とし、補助対象経費に

機械装置費を含まない案件は支援対象となりません。」とある。 

事業実施場所が２か所以上ある場合で、下記のケースは対象となるか。 

 ・A の事業実施場所においては、工場建設のみ 

 ・B の事業実施場所においては、設備導入のみ 

サプライチェーン強靱化枠の目的に鑑み、複数の事業実施場所で事業を行う場合においても、それぞれ

の事業実施場所において、機械装置の導入を必須といたします。(いずれかの事業実施場所において、建

物費だけが計上されている案件は、採択又は交付決定できません。) 

９．サプライチェーン強

靱化枠について 

Q.21 公募要領（サプライチェーン強靱化枠）の改訂履歴を教えて欲しい。 こちらの改訂履歴（PDF ファイル）を参照してください。 

１０．その他のご質問 Q.1 公募要領の改訂履歴を教えてほしい。 こちらの改訂履歴（PDF ファイル）を参照してください。 

１０．その他のご質問 Q.2 補助金交付候補者の採択は申請の受付順か。早く申請した方が有利にな

るか。 

申請受付順ではありません。外部有識者等によって事業再構築の内容や事業計画を審査の上、事業目的

に沿った優れた提案を行った事業者を補助金交付候補者として採択します。 

１０．その他のご質問 Q.3 補助金交付候補者の採択審査はどのように実施されるのか。 外部専門家によって、応募申請された事業計画の内容等を審査の上、補助金交付候補者として採択する

事業を決定します。具体的な審査項目は公募要領を参照してください。 

１０．その他のご質問 Q.4 ものづくり補助金などの他の補助事業との併用は可能か。 内容が異なる別の事業であれば、同じ事業者が異なる補助金を受けることは可能です。ただし、同一事

業で複数の国の補助金を受けることはできません。 

１０．その他のご質問 Q.5 日本標準商品分類において、どの分類に該当するかはどのように確認す

れば良いのか。 

本事業により取得する機械装置がどの商品分類に該当するかについて、e-stat の「分類検索システム

（日本標準商品分類）」から検索することができます。 

ただし、商品の範囲は「有体的商品」であるため、不動産、サービス、無形資産等の分類不能なものに

ついては記入不要です。 

１０．その他のご質問 Q.6 売上高減少の比較の際、持続化給付金等の給付金はそれぞれ売上に計上

するのか。 

持続化給付金等の給付金は、事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するもの

です。これは、税務上、益金（個人事業者の場合は、総収入金額）に算入されます。ただし、損金（個

人事業者の場合は必要経費）の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に法人税・所得税の課税対象

となりません。 

１０．その他のご質問 Q.7 民間事業者が、各地で本事業に関するセミナーや講演会を企画している

が、中小企業庁や事務局は関与しているのか。 

セミナーや講演会の主催者や講演者をご確認ください。最新情報は事業再構築補助金事務局等のホーム

ページで公表しています。 

なお、事業計画の策定等で外部の支援を受ける際には、提供するサービスと乖離した高額な成功報酬を

請求する悪質な業者にご注意ください。 

１０．その他のご質問 Q.8 ものづくり補助金等いくつかの補助金では、交付決定後に電子記録債権

を担保として融資を受けることが認められていますが、事業再構築補助

金でも利用は認められていますか。 

事業再構築補助金でも、交付決定に基づく電子記録債権を目的物とした融資（債権譲渡担保）を受ける

ことが認められています。なお、融資にあたっては、金融機関の審査が必要となります。 

１０．その他のご質問 Q.9 持続化給付金・事業復活支援金の給付を受けているが、事業再構築補助

金に申請することはできるか。 

可能です。同一事業で複数の国の補助金を受けることはできませんが、持続化給付金や復活支援金等の

給付金は事業継続を支援することを目的とした使途に制約のない資金であって、補助金ではありません

ので、併用されることに制限はありません。 

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo_sc.pdf
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/faq_sc_kaitei_rireki.pdf
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/faq_sonota_kaitei_rireki.pdf
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf
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１０．その他のご質問 Q.10 「補助事業計画名」は補助金交付候補者の採択後に変更可能か 補助金交付候補者の採択後の変更はできません。補助金交付候補者として採択された場合は、事業計画

名が公表されますので、事業内容が分かるような簡潔な計画名を入力してください。 

 


